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平成２９・３０・３１年度  

北本地区衛生組合入札参加資格審査申請書用提出要項  

【追加受付】  
（建設工事、設計・測量・コンサルタント、その他の業務）  

 
 
第１章 資格要件について  
 

１ 申請者の資格（共通）  

  平成３１年度において、北本地区衛生組合の発注する建設工事の請負、建設

工事に係る設計、調査及び測量並びにその他の業務委託の競争入札に参加しよ

うとする者。ただし、次の各号の一に該当するものは、資格審査を受けること

ができません。  
（１） 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得な

い者  
（２） 地方自治法施行令第１６７条の１１第１項において準用する同令第１

６７条の４第２項各号のいずれかに該当し、競争入札に参加させないこ

ととされた者  
（３） 法人税（個人事業者の場合は所得税）、消費税及び地方消費税が完納

していない者  
 
 

２ 「建設工事」に関する申請者の資格（共通）  

（１）「建設工事」申請に関する資格について  

申請日現在、次の要件を満たしていなければなりません。  
   ア 申請する業種について、建設業法第３条第１項の規定による建設業

の許可を受けていること（代理人を置く事業所が申請する場合は、そ

の事業所で建設業の許可を受けていること。）  
   イ 申請する業種について、建設業法第２７条の２３第１項の規定によ

る経営事項審査（申請日現在において審査基準日から１年７か月以内

かつ有効なもの）の総合評定値の通知を受けていること  

（２）「建設工事」の受注希望工事に関する申請者の資格（共通）  

次の表に掲げる工事は、必要な届出や資格等がないと申請できません。

申請する場合には、資格情報を証明する書類を提出してください。  
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 工事分類名 資格情報を証明する書類 登録機関名 

電気工事業 

総合電気設備工事 
電気工事業の業務の適正化

に関する法律に基づく電気

工事業開始届等の「届出受

理通知書」等(※１) 

都道府県知事 

各産業保安監督部長 

経済産業大臣 

発電変電設備工事 

電気設備工事 

信号設備工事 

管工事業 浄化槽工事 

埼 玉 県 知 事 に 提 出 し た ｢特

例 浄 化 槽 工 事 業 者 届 出 書 ｣

(｢表面｣と｢裏面｣)(※２) 

埼玉県知事 

電気通信工事業 

有線電気通信工事 

電 気 通 信 事 業 法 に 基 づ く

｢工事担任者資格者証(アナ

ログ第１種､AI 第１種､アナ

ログ第２種､AI 第２種､総合

種又は AI･DD 総合種)｣の資

格者証 
総務大臣 

データ通信設備工事 

電 気 通 信 事 業 法 に 基 づ く

｢工事担任者資格者証(デジ

タル第１種､DD 第１種､デジ

タル第２種､DD 第２種､総合

種又は AI･DD 総合種)｣の資

格者証 

消防施設工事業 

水消火設備工事 
消防法に基づく甲種第１類

消防設備士の免状 

都道府県知事 

泡消火設備工事 
消防法に基づく甲種第２類

消防設備士の免状 

不燃性ガス消火設備工事 
消防法に基づく甲種第３類

消防設備士の免状 

粉末消火設備工事 
消防法に基づく甲種第３類

消防設備士の免状 

火災報知設備工事 
消防法に基づく甲種第４類

消防設備士の免状 

避難設備工事 
消防法に基づく甲種第５類

消防設備士の免状 

排煙設備工事 
消防法に基づく甲種第４類

消防設備士の免状 

※上記の表以外の資格については、資格を証明する書類を提出する必要は

ありません。  
【提出を要しない例】（○級 (種 )は、１級 (種 )、２級 (種 )を示す）  
・土木（建築、電気、管、造園）工事業を希望する場合の「○級土木 (建築、

電気、管、造園 ) 施工管理技士｣資格者証の写し  
・建築工事業を希望する場合の「○級建築士｣資格者証の写し  
・電気工事業を希望する場合の「第○種電気工事士｣資格者証の写し  
・管工事業を希望する場合の「給水装置工事主任技術者｣資格者証の写し  

（３）申請する業種について  
申請できる業種は、主たる営業所と代理人を置く事業所を合計して５業

種までです。  
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３ 「設計・調査・測量・その他業務」に関する申請者の資格（共通）  

（１）次の業務は、登録がないと申請できません。  

ア 測量業務  
測量法第５５条第１項の規定による登録（測量業者登録）  

イ 建築関連コンサルタント業務のうち、建築意匠  
建築士法第２３条第１項の規定による登録（建築士事務所登録）  

ウ その他業務のうち、①不動産鑑定、②計量証明  
 ① 不動産の鑑定評価に関する法律第２４条の規定に基づく登録（不

動産鑑定業者登録）  
 ② 計量法第１０９条の規定に基づく登録（計量証明事業者登録）  
 

※ 上記業務を支店で申請する場合は、申請する事業所で登録を受けてい

ることが必要です。  
 

（２）登録情報の確認について  

登録情報を確認するため、登録通知等の写しを提出してください。  
登録名称 資格情報を証明する書類 登録機関名 

測量業者登録 
測量法第５５条の５の規定に基づく測量業者

としての登録通知等 

国土交通大臣 

(地方整備局長) 

建築士事務所登録 

(建築関連コンサルタント) 

建築士法第２３条の３の規定に基づく登録通

知等 
都道府県知事等 

地質調査業者登録 
地質調査業者登録規程第５条の規定に基づく

登録通知等 

国土交通大臣 

(地方整備局長) 

補償コンサルタント登録 
補償コンサルタント登録規程第５条の規定に

基づく登録通知等 

国土交通大臣 

(地方整備局長) 

建設コンサルタント登録 
建設コンサルタント登録規程第５条の規定に

基づく登録通知等 

国土交通大臣 

(地方整備局長) 

不動産鑑定業者登録 
不動産鑑定評価に関する法律第２４条の規定

に基づく登録通知等 

国土交通大臣 

都道府県知事 

計量証明事業者登録 

計量法第１０９条の規定に基づく登録通知等 

事業区分ごとに登録しているもの。（長さ、質

量、面積､熱量､体積､濃度､音圧レベル､振動加

速度レベル等） 

都道府県知事等 

※ 測量業務、建築関連コンサルタント業務（建築意匠）を申請する場合

は、申請する事業所で登録を受けていることが分かるもの（申請する事

業所の名称及び所在地が記載されているもの）を提出してください。  
 

（３）営業許可等  

許可等を証明する書類の写しを提出してください。  
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業種  必要な許可・届出等  

人間警備  
警備業【埼玉県公安委員会の認定】  

警備業【埼玉県以外の公安委員会の認定】と埼玉県公安委員

会への営業所設置等届出  

機械警備  警備業と埼玉県公安委員会への機械警備業届出  

浄化槽保守点検  浄化槽保守点検業  

浄化槽清掃  浄化槽清掃業  

一般廃棄物処理  
一般廃棄物処分業  

一般廃棄物収集運搬業  

産業廃棄物処理  

産業廃棄物処分業  

産業廃棄物収集運搬業  

特別管理産業廃棄物処分業  

特別管理産業廃棄物収集運搬業  

官公需適格組合  官公需適格組合  

 

（４）次のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができません。  

ア 警備業にあっては、警備業法第４条の規定による認定を受けていな

い者及び同法第５条に規定する届出書を埼玉県公安委員会に提出

していない埼玉県の区域外に主たる営業所を有する者  
イ 浄化槽清掃業にあっては、浄化槽法第３５条第１項の規定による許

可を受けていない者  
ウ 廃棄物処理業にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７

条又は第１４条の規定による許可を受けていない者  
エ 営業に関し法律上必要とする許可等を受けていない者  
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第２章 申請の受付及び提出書類について  
 

１ 申請の方法  

申請書類等一式を北本地区衛生組合まで持参してください（郵送等での受

付はいたしません）。  
 

２ 申請の受付期間  

平成３１年１月７日（月）から平成３１年１月１８日（金）まで  
 

３ 受付時間  

午前９時から午後４時（正午から午後１時までを除く。）  
 

４ 受付場所  

北本地区衛生組合 １階  
 

５ 提出書類  

別紙提出書類一覧を参照  
 

６ 提出部数  

１部  
 

７ 登録有効期間  

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで  
 

８ 問い合わせ先  

北本地区衛生組合 総務課  
  埼玉県北本市朝日１丁目２００番地  
  電話 ０４８－５９１－５４９０  
 
※ 不足書類がある場合は、登録されないことがあります。十分に気をつけてく

ださい。  
※ 入札参加資格者名簿に登録した場合、登録内容のすべてが公表の対象となり

ますので、御了承ください。  
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第３章 申請書の作成について  

 ここでは、各申請書類を作成するうえで特に注意していただきたい部分を様式

毎に説明しています。  
 

【様式１－１号・様式１－２号】※別紙記入例有り 

１ 「次の業務 ※（１ 建設工事 ２ 設計・測量・コンサルタント ３ その

他の業務）」の部分は、申請する区分を○で囲んで下さい(申請書１枚につき

１箇所のみ)。 

２ 法人は、国税庁から指定された法人番号を記入してください。 

３ 申請事務担当者の「行政書士名」「電話番号」「FAX」は、行政書士が代理し

て申請する場合に記入してください。その際、行政書士押印欄に押印をして

ください。 

 

【様式１－３号】※別紙記入例有り 

１ この表には、口座を設けている金融機関のうち、主に取引をしている金融機

関の名称と支店等の名称を記入してください。 

 

【様式２－１号】※別紙記入例有り 

１ 受任者欄の印（契約時使用印）と下部枠内の契約時使用印鑑欄の印は、同

じものを押印してください。 

２ 委任期間の「（１）については、」の開始日は、申請日を記入してください。 

※受任者欄の印（契約時使用印）の押印もれが多いので注意してください。 

※印影が不鮮明な場合、再提出していただく場合があります。 

 

【様式２－２号】※別紙記入例有り 

１ 代表者印（実印）を使用印鑑とする場合は、「代表者印（実印）」「使用印鑑」

共に同じ印を押印してください。 

※この様式は、申請事業所が本店であって、その代表者が代表権を持つ役員であ

る場合にのみ使用してください。 

※印影が不鮮明な場合、再提出していただく場合があります。 

 

【様式３号】※別紙記入例有り 

１ 「許可番号」は、申請日現在有効な建設業許可番号を記入してください。 

２ 「技術監理者数」は、様式４号の人数と一致します。０人の場合を除き、様

式４号を必ず提出してください。 
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【様式４号】 

１ 監理技術者資格者証を交付されている技術職員の資格書証の写しを貼付け

てください。 

２ ２名以上の場合でも、１名分で構いません。 

※様式３号の技術管理者数と一致します。 

 

【様式５－１号・様式５－２号】 

１ 「委託代金の額」「請負代金の額」は、消費税抜きの金額を千円未満の端数

を四捨五入して記入してください。 

２ 申請しようとする日から直前２年間の主な完了業務及び直前２年間に着手

した主な業務について、申請業務ごとに１０件以内（１枚）で記載してくだ

さい。 

３ アピールしたい業務等自由に記載して構いません（過去２年間の全ての業務

経歴を提出する必要はありません。）。 

 

【様式６－１号・様式６－２号】※別紙記入例有り 

１ 「登録状況」は、申請日現在、申請の有無にかかわらず登録がある場合“有

り”を登録がない場合“無し”を○で囲んでください。 

２ 「登録番号」は、測量業者登録及び建築士事務所登録については、申請する

事業所名を登録番号の後ろに（ ）カッコ書きで記入してください。ただし、

申請する事業所で登録がない場合は、会社として登録がある事業所名を登録

番号の後ろに（ ）カッコ書きで記入してください。 

３ 「登録・更新年月日」は、西暦で記入してください。計量証明事業者登録な

どで複数登録がある場合は、最も古い日付を記入してください。 

４ 技術職員の「人数」は、１人で複数の資格を持っている場合は、持っている

資格全てを計上してください。１人が同じ資格で等級の違う資格を取得して

いる場合は、等級の上位の資格を記入してください。 

※失効している情報は記入しないでください。 

 

【様式７号】※別紙記入例有り 

１ 「業種名」は、申請する業種を記入してください（合計５業種まで）。 

２ 経営事項審査を受けていない業種は、申請できません。 

３ 「工事名」は、申請する業種のうち、受注希望する工事分類名を記入してく

ださい。 

４ 「実績高割合」は、経営事項審査で受審した業種の完工高を工事分類名の工

事で割合を振り分け、“受注希望工事”の小計と“希望しない工事”の割合

の合計が、“１００％”となるように、割合（数字）を記入してください。
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ただし、工事分類ベースで詳細な実績が分からない場合は、実績を概算によ

り按分して合計が１００％となるように記入してください。 

５ 受注希望工事の実績高割合が０％でも申請希望は可能です。 

 

【様式８－１号～様式８－３号】※別紙記入例有り 

１ 「１ 申請情報」の「資格審査申請の有無」は「３ 希望業務」の希望欄と

一致します。“その他”を申請希望する場合は、その内容を具体的に記入し

てください。 

２ 「３ 希望業務」の「希望」は、申請を希望する業務について“有“を記入

してください。 

３ 希望業務の実績割合が０％でも申請希望は可能です。 

 

【様式９－１号・様式９－２号】※別紙記入例有り 

１ 「特例適用後数値」のうち自己資本額・利益額は、各組合員の合計した数値

を記入してください。経営状況評点・社会性等評点は、各組合員の合計を、

小数点第１位を四捨五入した平均値で記入してください。 

２ 「数値特例」は、各組合員の合計した数値を記入してください。 

 

【様式１０－１号・様式１０－２号】 

１ 「役員名簿」は、役員毎に役員名・所属事業者・氏名等を記入してください。 

２ 「組合員名簿」は、全組合員を対象とします。組合員名が個人の場合は個人

名を企業である場合は企業名を記入してください。 

 

【様式１１－１号～様式１１－３号】※別紙記入例有り 

１ 北本地区衛生組合独自の入札参加資格審査申請受付票になります。必ずこの

様式を使用して申請してください。 

２ この受付票は、ファイルにとじ込まずに提出してください。 

３ それぞれの記入例を参照し記入してください。 
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第４章 書類作成及び申請に当たっての注意事項について  

 
１ 書類作成上の注意事項  

（１） 平成２９・３０・３１年度入札参加資格審査申請書（様式１－１号）

で選んだ申請区分毎に必要な提出書類をそれぞれ提出してください。  
（２） 建設工事の申請の場合に提出する経営事項審査結果（総合評定値）   

通知書の写しは、審査基準日の最新のものを提出してください。また、

書類については、上記経営事項審査結果通知書の内容に基づいて作成し

てください。  
（３） 書類は、一般的な形状のＡ４判フラットファイル（紙製、色の指定な

し、押えとじ具が金属でないもの。）にとじ込み、表紙及び背表紙に申

請業務、会社名を記入してください。  
ただし、入札参加資格申請受付票については、とじ込まずに提出し

てください。  
（４）  記入には黒のペン又はボールペンを使用してください（パソコン使用

可、消せるボールペン及び鉛筆使用不可）。  
（５） 後見登記されていないことの証明書の写しは、東京法務局民事行政部

後見登録課で発行されたものを提出してください。  
【問い合わせ先】  
 東京法務局民事行政部後見登録課  

電話 ０３（５２１３）１３６０  
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html 

 
２ 法人番号について  

国税庁は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（番号法）」に基づき、平成２７年１０月から、法人には１法人１

つの法人番号（１３桁）を指定し、登記上の所在地に「法人番号指定通知書」

を送付しています。  
法人番号は、法人の支店・事業所等や個人事業者には指定されません。  
今回の入札参加資格申請から法人番号を追加しています。  

（１）１法人は、本店・支店・事業所とも同じ法人番号を使用  
（２）確認書類  

原  則  国税庁の通知「法人番号指定通知書」の写し  

例  外  
(上 記の 通知 書を 紛失 した 場合 ) 

「国税庁法人番号公表サイト」  
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ 
で法人名及び所在地等から検索して確認した法

人情報の画面を印刷したもの  
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【法人番号の問合せ先】  

国税庁長官官房企画課  法人番号管理室  
電話 ０１２０（９５）０１７８  
（電話受付時間）平日：午前 8 時 45 分から午後 6 時まで  

 
３ 解体工事の申請について  

（１）建設業許可における「解体工事業」の新設  
ア 建設業法改正により許可が従来の２８業種に加え、新たに「解体工事

業」が新設されました。（施行日：平成２８年６月１日）  
イ 施行日時点で「とび・土工工事業」の許可を有して解体工事の営業活

動を行っている場合は、平成３１年５月３１日までの間、引き続き許可

を有している限り、解体工事が可能との経過措置が設けられました。  
※ 施行日以降に「とび・土工工事業」の許可を新たに取得した場合は、

「とび・土工工事業」の許可で解体工事を行うことができません。  
※ ア、イの詳細については、許可行政庁にお問合せください。  

（２）平成２９・３０・３１年度入札参加資格申請について  
ア 解体工事を受注希望工事として申請する方法は、次のとおりです。  
 業   種  受注希望工事分類  
申請方法１  とび・土工工事業  解体工事  
申請方法２  解体工事業  解体工事  
申請方法３  申請方法１と申請方法２の両方  

 
イ 申請時に必要な条件等は次のとおりです。  
入 札 参 加 
資 格 者 名 簿 

とび・土工工事業  解体工事業  

建 設 業 許 可 
「とび・土工工事業」の許可

を有する場合  
「解体工事業」の許可を

有する場合  

経営事項審査  
「とび･土工･コンクリート工

事」の経営事項審査の総合評

定値の通知を受けていること  

「解体工事」の経営事項

審査の総合評定値の通知

を受けていること  

経 過 措 置 の 
確 認 資 料 

「とび･土工工事業」の許可

が､施行日から申請日まで継

続して有効な建設業許可通知

書の写し  

 

そ の 他 
受注希望工事分類で「解体工

事」を選択すること  
 

 


